
番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

※

２ 週間

〒

備　　考
・

番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 □ ■ □ □ その他

※

２ 週間

〒

備　　考
・

1 第８次旭川市総合計画

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
市民委員会、町内会、サークル、学校、企業などの市内の団体

おおむね10人以上とし、政治、宗教、営利活動に該当すると認められる場合を除く

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市総合政策部　政策調整課
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎６階
電話番号： 25-5358 ＦＡＸ: 24-7833
Ｅメール： seisakuchosei@city.asahikawa.lg.jp
開催は平日の9:00から21:00まで（平日以外の開催は、要相談）

2 旭川市まちづくり基本条例出前講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
市民委員会、町内会、サークル、学校、企業、団体などの市内の団体

おおむね10人以上とし、政治、宗教、営利活動に該当すると認められる場合を除く

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市総合政策部　政策調整課
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎６階
電話番号： 25-5358 ＦＡＸ: 24-7833
Ｅメール： seisakuchosei@city.asahikawa.lg.jp
開催は平日の9:00から21:00まで（平日以外の開催は、要相談）

内　　容

・
・

スライドなどを使い、第８次旭川市総合計画を説明します
１講座当たりの時間は、30分～２時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

スライドなどを使い、本市のまちづくりに関する考え方や仕組みを
定める旭川市まちづくり基本条例について説明します
例：「まちづくり基本条例とは」「なぜ、まちづくり基本条例が必
要なのか」「まちづくり基本条例を制定し、どのようなまちづくり
を目指すのか」
１講座当たりの時間は、30分～２時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

1



番　号
講座名

5
ジェンダー平等を
実現しよう

10
人や国の不平等を
なくそう

講座形態 ■ 講義 □ ■ □ □ その他

※

２ 週間

〒

備　　考
・

番　号
講座名

11
住み続けられる
まちづくりを

講座形態 ■ 講義 □ ■ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

3 旭川市男女共同参画出前講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
市民委員会、町内会、サークル、学校、企業、団体などの市内の団体

おおむね10人以上とし、政治、宗教、営利活動に該当すると認められる場合を除く

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員等

実施予定日の 前まで

旭川市女性活躍推進部　女性活躍推進課
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎６階
電話番号： 25-9785 ＦＡＸ: 24-7833
Ｅメール： joseikatsuyaku@city.asahikawa.lg.jp
開催は平日の9:00から21:00まで（平日以外の開催は、要相談）

4 まちの中心部の賑わいづくりについて

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
小学生・中学生・高校生等

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　地域振興課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-5316 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： chiikishinko@city.asahikawa.lg.jp

内　　容

・

・

男女共同参画に対する理解を深めます
例：「男女共同参画（社会）ってなに？～私らしさ、その人らしさ
を大切に！」「職場における男女共同参画を考える～働きやすい職
場づくり」「家庭における男女共同参画を考える～家事分担、子育
て、介護」「仕事と家庭生活を考える～ワーク・ライフ・バラン
ス」「ＤＶを防ぐためには～デートＤＶってなに？」「性の多様性
を理解しよう～ＬＧＢＴＱ＋」
１講座当たりの時間、30分～２時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

・

旭川の中心部が市民にとって大切な空間であり続けるために、これ
まで実施してきた取組や現在進めている取組などをわかりやすく説
明します
講義や、まちの賑わいにつながるアイディアづくりのワークショッ
プなど、申込団体の要望に応じます
１講座当たりの時間は、30分～１時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

2



番　号
講座名

11
住み続けられる
まちづくりを

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

番　号
講座名

3
すべての人に
健康と福祉を

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

5 かわを活かしたまちづくりについて

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
小学生・中学生・高校生等

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　地域振興課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-5316 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： chiikishinko@city.asahikawa.lg.jp

6 バリアフリーなまちづくり講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　都市計画課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-9704 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp

内　　容

・

・

「かわのまち」と呼ばれる旭川が、これまで実施してきた取組や現
在進めている取組（かわまちづくり計画）などをわかりやすく説明
します
１講座当たりの時間は、30分～１時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

「誰もが安心して活動できるまち」を目指し策定した「旭川市バリ
アフリー構想」について、内容や取組等について説明します
１講座当たりの時間は、30分～１時間30分程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

3



番　号
講座名

11
住み続けられる
まちづくりを

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

番　号
講座名

11
住み続けられる
まちづくりを

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

7 コンパクトなまちづくり講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　都市計画課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-9704 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp

8 旭川の景観づくり講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　都市計画課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-9704 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp

内　　容

・

・

旭川市では、都市計画というルールを定め、道路や公園などの整備
や、生活に必要な商業施設などを誘導してきました。今後の少子高
齢化・人口減少に対処するためのコンパクトシティ構想について、
わかりやすく説明します
１講座当たりの時間は、30分～１時間30分程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

旭川の景観の特徴や地域の景観資源、景観づくりに関する制度等を
通して、良好な景観を守り、育て、つくる「景観づくり」について
説明します
１講座当たりの時間は、30分～１時間30分程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

4



番　号
講座名

11
住み続けられる
まちづくりを

講座形態 ■ 講義 □ □ ■ □ その他

１ か月

〒

備　　考
・

番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考

9 みんなで乗ろう公共交通講座

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市地域振興部　交通空港課
070-8525 ７条通10丁目　第二庁舎３階
電話番号： 25-9851 ＦＡＸ: 27-3466
Ｅメール： kotsukuko@city.asahikawa.lg.jp
ＪＲ駅などの施設見学を行う場合は、入場料等がかかります

10 旭川の観光の現状について

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員等

実施予定日の 前まで

旭川市観光スポーツ部　観光課
070-0035 ５条通７丁目　旭川フードテラス２階
電話番号： 25-7168 ＦＡＸ: 26-8585
Ｅメール： kankou@city.asahikawa.lg.jp

内　　容

・

・

・
・

バスやＪＲなどの公共交通の利用者は毎年減少しています。地域を
支える生活の足としての公共交通が抱える課題を知り、もう一度利
用を考えていただく内容です
市内路線のバスの乗り方や待ち時間がわかるシステムなどを紹介す
るほか、ＪＲの乗り方や乗車時のマナーを学びます
皆さんと一緒に公共交通の利用促進について考えます
１講座当たりの時間は、30分～１時間30分程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

今の旭川の観光は、一体どのような状況なのでしょう。これまでの
経過や様々な誘致に関する取組など、わかりやすく説明します
観光客に対する「おもてなし」について、一緒に考えましょう

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

5



番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考
・
・
・

番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 □ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考
・

11 国際理解教室

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも（市内の団体）

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
国際交流員、ＪＩＣＡ国際協力推進員、旭川市国際交流委員会職員、市職員

実施予定日の 前まで

旭川市総合政策部　都市交流課
070-0031 １条通８丁目　フィール旭川７階
電話番号： 25-7491 ＦＡＸ: 23-4924
Ｅメール： toshikoryu@city.asahikawa.lg.jp
オンラインでも実施できます（要相談）
申込用紙は、旭川市国際交流センターホームページからダウンロードできます
講師の実施会場までの交通手段は、申込団体で手配してください

12 知っておきたい市税の話

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市税務部　税制課
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎３階
電話番号： 25-5604 ＦＡＸ: 27-2146
Ｅメール： zeisei@city.asahikawa.lg.jp
開催期間は７～11月です

内　　容

・ 地域における国際理解教育や国際交流事業を支援し、地域の国際化
を図ることを目的としています
講師と内容例：(1)国際交流員　アメリカの文化や生活様式、日本の
生活で感じたことの紹介、子どもたちがゲームや歌を楽しみながら
英語に親しむプログラム　(2)ＪＩＣＡ国際協力推進員　ＪＩＣＡが
実施している事業、日本のＯＤＡ（政府開発援助）　(3)市職員　市
民と一体になって実践する国際交流の紹介、姉妹友好都市や交流事
業の紹介

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・ 市税に関する冊子「暮らしと市税」に沿って、次のいずれかを説明
します
(1)市民税（申告や税額計算）　
(2)固定資産税（課税対象や税額計算）
(3)税の徴収（徴収猶予や差押え）

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

6



番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 ■ □ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考
・
・

番　号
講座名

講座形態 ■ 講義 ■ ■ □ □ その他

１ か月

〒

備　　考
・

13 選挙出前授業・学校模擬選挙

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の児童・生徒

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員

実施予定日の 前まで

旭川市選挙管理委員会
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎６階
電話番号： 25-6513 ＦＡＸ: 24-7833
Ｅメール： senkan@city.asahikawa.lg.jp
各選挙の準備期間中は開催できない場合があります
生徒会選挙等に使用できる選挙用機材（投票記載台、投票箱）を貸し出しています

14 地図情報利活用講座～地図を使って旭川市を知ろう～

実技・実習 ワークショップ 見学 （ ）
どなたでも

講師料： 無料
準備にかかる経費（会場使用料等）： 申込団体が負担
市職員等

実施予定日の 前まで （実施は令和８年３月１日以降）

旭川市行財政改革推進部　行政改革課
070-8525 ７条通９丁目　総合庁舎６階
電話番号： 25-6205 ＦＡＸ: 24-7833
Ｅメール： gyoukaku@city.asahikawa.lg.jp
講座の実施はシステムリリース後（令和８年３月１日以降）となります。

内　　容

・ 将来の有権者である児童・生徒の皆さんに、選挙の仕組みについて
わかりやすく説明し、「どのように候補者を選ぶのか」を考え、実
際に選挙で使用する機材を使った模擬選挙を体験してもらうこと
で、選挙への知識や関心を深めます

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

内　　容

・

・

・

令和８年３月にリリースする「市民向け地図情報サービス（公開型
GIS）」を活用して身近な事象を地図上で可視化したり、「案内地図
作成サービス」でスタイリッシュなオリジナルマップを作成する方
法などを説明します
要望に応じた講座形式（講義、実技・実習、ワークショップ）で実
施します
１講座当たりの時間は１時間程度

対　　象

費　　用

講 師 等

申込期日

連 絡 先

7

mailto:gyoukaku@city.asahikawa.lg.jp

